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世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則の一部を改正する規則  
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（提案説明）  

  新たに区政専門員の職を設置するにあたり、本規則について改正する必要

があるため、本案を提出する。  
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   世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則の一部を改正する規則 

 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則（平成２年３月世田谷区教育委

員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１に次のように加える。 

区政専門員（不登校支

援の充実） 

１ 心理職の育成及びキャリア形成に関する助言及び提

案並びに区長部局との連携及び調整に関すること。 

２ 北沢学園中学校の教育内容及び学校運営に関する指

導及び助言並びに関係機関との連携及び調整に関する

こと。 

３ 北沢学園中学校に併設するほっとスクール「北沢」

及び北沢子どもの居場所「きたっこ」との連携及び交

流に関すること。 

４ ほっとルーム（校内別室）の事業の評価及び検証に

関する助言及び提案に関すること。 

別表第２に次のように加える。 

区政専門員（不登校支

援の充実） 

別表第１に掲げる区政専門員（不登校支援の充実）の職

務を遂行するために必要な識見、能力及び経験を有する

と認められる者 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則 ○世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則 

平成２年３月28日世教委規則第２号 平成２年３月28日世教委規則第２号 

改正 改正 

平成４年７月15日世教委規則第12号 平成４年７月15日世教委規則第12号 

平成６年３月14日世教委規則第２号 平成６年３月14日世教委規則第２号 

平成７年３月15日世教委規則第１号 平成７年３月15日世教委規則第１号 

平成８年３月29日世教委規則第３号 平成８年３月29日世教委規則第３号 

平成９年３月27日世教委規則第４号 平成９年３月27日世教委規則第４号 

平成10年３月31日世教委規則第６号 平成10年３月31日世教委規則第６号 

平成11年３月24日世教委規則第10号 平成11年３月24日世教委規則第10号 

平成12年３月31日世教委規則第９号 平成12年３月31日世教委規則第９号 

平成12年６月30日世教委規則第24号 平成12年６月30日世教委規則第24号 

平成13年１月５日世教委規則第１号 平成13年１月５日世教委規則第１号 

平成13年３月30日世教委規則第５号 平成13年３月30日世教委規則第５号 

平成14年３月29日世教委規則第７号 平成14年３月29日世教委規則第７号 

平成15年３月31日世教委規則第３号 平成15年３月31日世教委規則第３号 

平成17年３月25日世教委規則第７号 平成17年３月25日世教委規則第７号 

平成18年３月29日世教委規則第11号 平成18年３月29日世教委規則第11号 

平成19年３月23日世教委規則第４号 平成19年３月23日世教委規則第４号 

平成19年３月30日世教委規則第11号 平成19年３月30日世教委規則第11号 

平成19年10月26日世教委規則第16号 平成19年10月26日世教委規則第16号 

平成20年３月28日世教委規則第８号 平成20年３月28日世教委規則第８号 

平成22年３月26日世教委規則第３号 平成22年３月26日世教委規則第３号 

平成24年３月30日世教委規則第１号 平成24年３月30日世教委規則第１号 

平成25年３月29日世教委規則第２号 平成25年３月29日世教委規則第２号 

平成26年３月28日世教委規則第５号 平成26年３月28日世教委規則第５号 
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改正後 改正前 

平成27年３月27日世教委規則第10号 平成27年３月27日世教委規則第10号 

平成28年２月26日世教委規則第１号 平成28年２月26日世教委規則第１号 

平成30年３月30日世教委規則第７号 平成30年３月30日世教委規則第７号 

平成30年９月７日世教委規則第12号 平成30年９月７日世教委規則第12号 

令和元年12月13日世教委規則第19号 令和元年12月13日世教委規則第19号 

令和２年３月24日世教委規則第11号 令和２年３月24日世教委規則第11号 

令和３年３月29日世教委規則第３号 令和３年３月29日世教委規則第３号 

令和４年12月28日世教委規則第18号 令和４年12月28日世教委規則第18号 

令和７年３月14日世教委規則第６号 令和７年３月14日世教委規則第６号 

令和８年３月27日世教委規則第 号  

世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則 世田谷区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則 

（設置） （設置） 

第１条 世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）に必要な非常

勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に

規定する会計年度任用職員及び同法第22条の４第１項又は第22条の

５第１項の規定により採用された職員であって、同法第22条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。以下「職員」と

いう。）を置く。 

第１条 世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）に必要な非常

勤職員（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条の２第１項に

規定する会計年度任用職員及び同法第22条の４第１項又は第22条の

５第１項の規定により採用された職員であって、同法第22条の４第

１項に規定する短時間勤務の職を占めるものを除く。以下「職員」と

いう。）を置く。 

２ 職員の職、任用、分限、服務等については、別に定めがある場合を

除き、この規則の定めるところによる。 

２ 職員の職、任用、分限、服務等については、別に定めがある場合を

除き、この規則の定めるところによる。 

（職及び職務） （職及び職務） 

第２条 職員の職及び職務は、別表第１のとおりとする。 第２条 職員の職及び職務は、別表第１のとおりとする。 

（欠格条項） （欠格条項） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができ

ない。 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、職員となることができ

ない。 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの者 

(１) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその

執行を受けることがなくなるまでの者 

(２) 東京都又は世田谷区において、懲戒免職の処分を受け、当該 (２) 東京都又は世田谷区において、懲戒免職の処分を受け、当該
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改正後 改正前 

処分の日から２年を経過しない者 処分の日から２年を経過しない者 

(３) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者 

(３) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に

成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者 

（任命） （任命） 

第４条 職員は、別表第２の左欄に定める職の区分に応じ、同表の右

欄に定める資格を有する者のうちから委員会が任命する。 

第４条 職員は、別表第２の左欄に定める職の区分に応じ、同表の右

欄に定める資格を有する者のうちから委員会が任命する。 

（任用期間等） （任用期間等） 

第５条 職員の任用期間は、１年以内とする。ただし、再度任用するこ

とを妨げない。 

第５条 職員の任用期間は、１年以内とする。ただし、再度任用するこ

とを妨げない。 

（服務） （服務） 

第６条 職員は、職務に専念しなければならない。 第６条 職員は、職務に専念しなければならない。 

２ 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 ２ 職員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 

３ 職員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

３ 職員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

（免職） （免職） 

第７条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ず

る。 

第７条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ず

る。 

(１) 職務実績が良くないとき。 (１) 職務実績が良くないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪

えないとき。 

(２) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪

えないとき。 

(３) 職員としてふさわしくない非行のあったとき。 (３) 職員としてふさわしくない非行のあったとき。 

(４) 予算の減少その他委員会の都合により設置の必要がなくなっ

たとき。 

(４) 予算の減少その他委員会の都合により設置の必要がなくなっ

たとき。 

（委任） （委任） 

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は、世田谷区教育委員会教

育長が定める。 

第８条 この規則の施行に関し必要な事項は、世田谷区教育委員会教

育長が定める。 

付 則 付 則 
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改正後 改正前 

１ この規則は、平成２年４月１日から施行する。 １ この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規則は、廃止する。 ２ 次に掲げる規則は、廃止する。 

(１) 世田谷区社会教育指導員の設置に関する規則（昭和50年７月

東京都世田谷区教育委員会規則第５号） 

(１) 世田谷区社会教育指導員の設置に関する規則（昭和50年７月

東京都世田谷区教育委員会規則第５号） 

(２) 世田谷区学芸員及び解説員の設置に関する規則（昭和50年７

月東京都世田谷区教育委員会規則第６号） 

(２) 世田谷区学芸員及び解説員の設置に関する規則（昭和50年７

月東京都世田谷区教育委員会規則第６号） 

(３) 世田谷区教育相談員の設置に関する規則（昭和50年７月東京

都世田谷区教育委員会規則第８号） 

(３) 世田谷区教育相談員の設置に関する規則（昭和50年７月東京

都世田谷区教育委員会規則第８号） 

(４) 世田谷区立幼稚園教育補助員の設置に関する規則（昭和56年

４月東京都世田谷区教育委員会規則第３号） 

(４) 世田谷区立幼稚園教育補助員の設置に関する規則（昭和56年

４月東京都世田谷区教育委員会規則第３号） 

(５) 世田谷区生活指導相談員の設置に関する規則（昭和56年４月

東京都世田谷区教育委員会規則第４号） 

(５) 世田谷区生活指導相談員の設置に関する規則（昭和56年４月

東京都世田谷区教育委員会規則第４号） 

(６) 世田谷区治療教育指導員の設置に関する規則（昭和56年４月

東京都世田谷区教育委員会規則第５号） 

(６) 世田谷区治療教育指導員の設置に関する規則（昭和56年４月

東京都世田谷区教育委員会規則第５号） 

(７) 世田谷区伝統工芸指導員の設置に関する規則（平成元年３月

東京都世田谷区教育委員会規則第６号） 

(７) 世田谷区伝統工芸指導員の設置に関する規則（平成元年３月

東京都世田谷区教育委員会規則第６号） 

(８) 世田谷区図書館嘱託員の設置に関する規則（平成元年３月東

京都世田谷区教育委員会規則第７号） 

(８) 世田谷区図書館嘱託員の設置に関する規則（平成元年３月東

京都世田谷区教育委員会規則第７号） 

附 則（平成４年７月15日世教委規則第12号） 附 則（平成４年７月15日世教委規則第12号） 

この規則は、平成４年８月１日から施行する。 この規則は、平成４年８月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月14日世教委規則第２号） 附 則（平成６年３月14日世教委規則第２号） 

この規則は、平成６年４月１日から施行する。 この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年３月15日世教委規則第１号） 附 則（平成７年３月15日世教委規則第１号） 

この規則は、平成７年４月１日から施行する。 この規則は、平成７年４月１日から施行する。 

附 則（平成８年３月29日世教委規則第３号） 附 則（平成８年３月29日世教委規則第３号） 

この規則は、平成８年４月１日から施行する。 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月27日世教委規則第４号） 附 則（平成９年３月27日世教委規則第４号） 

この規則は、平成９年４月１日から施行する。 この規則は、平成９年４月１日から施行する。 
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改正後 改正前 

附 則（平成10年３月31日世教委規則第６号） 附 則（平成10年３月31日世教委規則第６号） 

この規則は、平成10年４月１日から施行する。 この規則は、平成10年４月１日から施行する。 

附 則（平成11年３月24日世教委規則第10号） 附 則（平成11年３月24日世教委規則第10号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日世教委規則第９号） 附 則（平成12年３月31日世教委規則第９号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年６月30日世教委規則第24号） 附 則（平成12年６月30日世教委規則第24号） 

この規則は、平成12年９月１日から施行する。 この規則は、平成12年９月１日から施行する。 

附 則（平成13年１月５日世教委規則第１号） 附 則（平成13年１月５日世教委規則第１号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成13年３月30日世教委規則第５号） 附 則（平成13年３月30日世教委規則第５号） 

この規則は、平成13年４月１日から施行する。 この規則は、平成13年４月１日から施行する。 

附 則（平成14年３月29日世教委規則第７号） 附 則（平成14年３月29日世教委規則第７号） 

この規則は、平成14年４月１日から施行する。 この規則は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年３月31日世教委規則第３号） 附 則（平成15年３月31日世教委規則第３号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月25日世教委規則第７号） 附 則（平成17年３月25日世教委規則第７号） 

この規則は、平成17年４月１日から施行する。 この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月29日世教委規則第11号） 附 則（平成18年３月29日世教委規則第11号） 

この規則は、平成18年４月１日から施行する。 この規則は、平成18年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月23日世教委規則第４号） 附 則（平成19年３月23日世教委規則第４号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年３月30日世教委規則第11号） 附 則（平成19年３月30日世教委規則第11号） 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年10月26日世教委規則第16号） 附 則（平成19年10月26日世教委規則第16号） 

この規則は、平成19年11月１日から施行する。 この規則は、平成19年11月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月28日世教委規則第８号） 附 則（平成20年３月28日世教委規則第８号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 この規則は、平成20年４月１日から施行する。 
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附 則（平成22年３月26日世教委規則第３号） 附 則（平成22年３月26日世教委規則第３号） 

この規則は、平成22年４月１日から施行する。 この規則は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日世教委規則第１号） 附 則（平成24年３月30日世教委規則第１号） 

この規則は、平成24年４月１日から施行する。 この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日世教委規則第２号） 附 則（平成25年３月29日世教委規則第２号） 

この規則は、平成25年４月１日から施行する。 この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月28日世教委規則第５号） 附 則（平成26年３月28日世教委規則第５号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月27日世教委規則第10号） 附 則（平成27年３月27日世教委規則第10号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年２月26日世教委規則第１号） 附 則（平成28年２月26日世教委規則第１号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日世教委規則第７号） 附 則（平成30年３月30日世教委規則第７号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年９月７日世教委規則第12号） 附 則（平成30年９月７日世教委規則第12号） 

この規則は、平成30年９月10日から施行する。 この規則は、平成30年９月10日から施行する。 

附 則（令和元年12月13日世教委規則第19号） 附 則（令和元年12月13日世教委規則第19号） 

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(１) 第８条の改正規定 公布の日 (１) 第８条の改正規定 公布の日 

(２) 第１条第１項の改正規定 令和２年４月１日 (２) 第１条第１項の改正規定 令和２年４月１日 

附 則（令和２年３月24日世教委規則第11号） 附 則（令和２年３月24日世教委規則第11号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月29日世教委規則第３号） 附 則（令和３年３月29日世教委規則第３号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年12月28日世教委規則第18号） 附 則（令和４年12月28日世教委規則第18号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 １ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 
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（経過措置） （経過措置） 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第63号）附則第６条第１項若しくは第２項又は第７

条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。）は、

同法による改正後の地方公務員法（昭和25年法律第261号）（以下「新

法」という。）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により

採用された職員であって、新法第22条の４第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるものとみなして、この規則による改正後の世田谷

区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則の規定を適用する。 

２ 暫定再任用短時間勤務職員（地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第63号）附則第６条第１項若しくは第２項又は第７

条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。）は、

同法による改正後の地方公務員法（昭和25年法律第261号）（以下「新

法」という。）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により

採用された職員であって、新法第22条の４第１項に規定する短時間

勤務の職を占めるものとみなして、この規則による改正後の世田谷

区教育委員会非常勤職員の設置に関する規則の規定を適用する。 

附 則（令和７年３月14日世教委規則第６号） 附 則（令和７年３月14日世教委規則第６号） 

この規則は、令和７年６月１日から施行する。 この規則は、令和７年６月１日から施行する。 

附 則（令和８年３月27日世教委規則第 号）  

この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 職 職務   職 職務  

 教育参与 教育施策に係る専門的な見地からの進言又

は助言に関すること。 

  教育参与 教育施策に係る専門的な見地からの進言又

は助言に関すること。 

 

 教育国際交流専門

員 

教育における国際交流に係る専門的な見地

からの情報の収集、助言、交渉等に関する

こと。 

  教育国際交流専門

員 

教育における国際交流に係る専門的な見地

からの情報の収集、助言、交渉等に関する

こと。 

 

 区政専門員（不登

校支援の充実） 

１ 心理職の育成及びキャリア形成に関す

る助言及び提案並びに区長部局との連携及

び調整に関すること。 

２ 北沢学園中学校の教育内容及び学校運

営に関する指導及び助言並びに関係機関と

の連携及び調整に関すること。 

３ 北沢学園中学校に併設するほっとスク

ール「北沢」及び北沢子どもの居場所「き
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たっこ」との連携及び交流に関すること。 

４ ほっとルーム（校内別室）の事業の評

価及び検証に関する助言及び提案に関する

こと。 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

 職 任用の資格   職 任用の資格  

 教育参与 別表第１に掲げる教育参与の職務を遂行す

るために必要な識見、能力及び経験を有す

ると認められる者 

  教育参与 別表第１に掲げる教育参与の職務を遂行す

るために必要な識見、能力及び経験を有す

ると認められる者 

 

 教育国際交流専門

員 

別表第１に掲げる教育国際交流専門員の職

務を遂行するために必要な識見、能力及び

経験を有すると認められる者 

  教育国際交流専門

員 

別表第１に掲げる教育国際交流専門員の職

務を遂行するために必要な識見、能力及び

経験を有すると認められる者 

 

 区政専門員（不登

校支援の充実） 

別表第１に掲げる区政専門員（不登校支援

の充実）の職務を遂行するために必要な識

見、能力及び経験を有すると認められる者 
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